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 学
生
と
ゆ
う
ゆ
う　

に
通
う
児
童
が

24

協
力
し
て
作
っ
た
大
紙
芝
居
。
み
ん

な
紙
芝
居
に
釘
付
け
。
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時
間
続
け
た
大
会
に　

チ
ー
ム
約

24

４４

4
5
0
人
が
参
加
。
子
ど
も
か
ら
お

年
寄
り
、
障
が
い
の
方
も
参
加
し
、

打
っ
て
投
げ
て
走
っ
て
笑
顔
が
こ
ぼ

れ
ま
し
た

　

８
月　

日
、　

日
に
あ
そ
公
園
と
ま
ち
の
駅
「
ア
ウ
ル
」
で
、「　

時
間
テ
レ
ビ
チ
ャ

２７

２８

２４

リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
」
が
行
わ
れ
、
町
民
約
3
千
人
が
集
い
ま
し
た
。

　

あ
そ
公
園
に
用
意
さ
れ
た
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
や
ヨ
サ
コ
イ
、
ク

イ
ズ
な
ど
学
生
が
趣
向
を
凝
ら
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
繰
り
広
げ
訪
れ
た
人
を
楽
し
ま
せ

た
ほ
か
、
青
少
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー
ダ
ー
も
集
ま
っ
た
子
供
た
ち
と

餅
つ
き
を
す
る
な
ど
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
協
賛
す
る
お
店
や
商
工
会
女
性
部
、
高
齢
者
サ
ロ
ン
さ

く
ら
館
な
ど
が
飲
食
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
来
場
者
が
思
い
思
い
に
く
つ
ろ
ぐ
姿
が
目

に
付
い
た
ほ
か
、
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
は
、
２
日
間
の
イ
ベ
ン
ト
を
成
し
遂
げ
た
学
生
が

涙
を
見
せ
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
で
し
た
。
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高
齢
者
や
障
が
い
者
、
お
と
な
か
ら
子

供
ま
で
み
ん
な
が
参
加
で
き
る
こ
の　

時
２４

間
テ
レ
ビ
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
で
は

「
生
き
る
」
を
テ
ー
マ
に
言
葉
で
は
伝
え

に
く
い
「
障
が
い
」
に
つ
い
て
イ
ベ
ン
ト

を
通
し
て
町
民
の
方
に
知
っ
て
も
ら
い
、

自
分
た
ち
の
福
祉
活
動
に
も
っ
と
理
解
を

深
め
て
も
ら
お
う
と
イ
ベ
ン
ト
内
容
を
工

夫
し
ま
し
た
。

　

障
が
い
者
や
高
齢
者
が
希
望
を
持
っ
て

生
き
て
い
け
る
よ
う
な
ま
ち
に
な
れ
ば
と

考
え
て
い
ま
す
。
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　さくら館で高齢者サロンを運営して
いますが、３年前に下宿していたゆう
ゆう２４の学生から「おばさんの料理が
おいしいからイベントで出店してほし
い」という一言のお願いからこのチャ
リティーイベントに関わることになり
ました。
　今回は、さくら館に通う高齢者がつ
けものやいなり寿司を自分たちで作っ
て出店で販売し、とても好評でした。
　イベントに協力することは、普段、イベントに協力することは、普段、
社会参加することが少ない高齢者の生社会参加することが少ない高齢者の生
きがいづくりにもつながり、学生とのきがいづくりにもつながり、学生との
より良い関係づくりにもなると思いまより良い関係づくりにもなると思いま
す。これからは、町民とイベントをつす。これからは、町民とイベントをつ
くり上げようとする学生さんに、町民くり上げようとする学生さんに、町民
側も協力する姿勢が大切だと思いま側も協力する姿勢が大切だと思いま
す。個人や団体がもっともっと参加しす。個人や団体がもっともっと参加し
ていけばイベントを開催する意味も深ていけばイベントを開催する意味も深
くなるのではないでしょうか？くなるのではないでしょうか？
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左から　小西力さん、高松慎矢さん、笠間修二さん、
羽下慶祐さん、山崎照弓さん　

�������
�

��������	
�� 商
店
街
を
歩
行
者
天
国
に
し
て
の

フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
。
青
空
の
下
、
学

生
と
町
民
が
手
を
つ
な
い
で
踊
っ
て

踊
っ
て
楽
し
く
交
流
。

��������	
�� み
な
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
、
2
日
間

で　

万
8
千
8
5
4
円
の
募
金
が
集

16
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
活
動

な
ど
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

実
行
委
員
長　

小
西　

力
さ
ん
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行
財
政
シ
ス
テ
ム
再
構
築
プ
ラ
ン
策
定
検
討
会
や
当
別

町
ご
み
減
量
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
中
で
「
家
庭
ご
み

の
有
料
化
は
検
討
事
項
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
泉
�
町

長
か
ら
「
ご
み
の
減
量
化
の
具
体
的
な
施
策
」
に
つ
い
て

諮
問
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
審
議
会
で
は
、
家
庭
ご

み
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
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昨
年
度
実
績
は
、
コ
ン
ポ
ス
ト
２
台
、
電
動
生
ご
み
処

理
機
５
台
の
購
入
に
対
し
て
助
成
し
て
い
る
。
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費
用
負
担
や
ご
み
回
収
の
方
法
、
住
民
へ
の
説
明
・
周

知
啓
発
方
法
な
ど
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。

�
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�
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粗
大
ご
み
は
、
不
法
投
棄
な
ど
の
増
加
も
考
え
ら
れ
る

た
め
、
現
在
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
か
ら
、�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
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近
隣
市
町
村
が
有
料
化
す
る
と
、
当
別
町
に
ご
み
が
流

れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
、
同
時
期
に
始
め
た
方
が
良
い

の
で
は
な
い
か
。
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一
人
ひ
と
り
が
意
識
し
て
出
さ
な
い
と
資
源
も
ご
み
に

な
る
の
で
、
意
識
付
け
を
さ
せ
る
た
め
の
Ｐ
Ｒ
が
必
要
。
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指
定
袋
を
３
種
類
程
度
作
成
し
て
は
ど
う
か
。
生
ご
み

は
週
２
回
程
度
回
収
し
て
は
ど
う
か
。
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生
ご
み
処
理
機
へ
の
助
成
金
の
周
知
と
増
額
を
し
て
は

ど
う
か
。

　

住
民
へ
の
説
明
会
が
必
要
で
は
な
い
か
。
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協
働
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
や
、
施

策
の
方
向
性
な
ど
を
示
す
「
協
働
の
指
針
」
の
策
定
に
つ

い
て
検
討
し
、
提
言
い
た
だ
く
た
め
設
置
し
た
「
当
別
町

協
働
の
指
針
策
定
検
討
委
員
会
」
の
第
２
回
会
議
を
９
月

２
日
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
協
働
の
取
り
組
み
に
関
す
る
団
体
や
企
業

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
や
、
今
後
の
論
点
な
ど
に
つ

い
て
議
事
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
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ご
み
の
有
料
化
に
つ
い
て
前
向
き
に
審
議
し
た
方
が
良

い
の
で
は
な
い
か
。

　

住
民
の
意
識
改
革
の
方
法
と
し
て
、
家

庭
ご
み
の
費
用
負
担
は
、
減
量
化
に
つ
な

が
る
効
果
的
な
方
法
と
考
え
る
。
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学
生
が
卒
業
時
期
に
出
す
粗
大
ご
み
を

リ
ユ
ー
ス
（
再
使
用
）
す
る
た
め
の
シ
ス

テ
ム
を
作
っ
て
は
ど
う
か
。
雇
用
も
生
ま

れ
、
ご
み
の
減
量
化
に
つ
な
が
る
。
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所
得
控
除
と
は
、
住
民
税
を
納
め
る
方
に
配
偶
者
や
扶

養
親
族
が
あ
る
か
ど
う
か
、
病
気
や
災
害
な
ど
に
よ
る
出

費
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
の
個
人
的
な
事
情
を
考
慮
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
た
税
負
担
と
す
る
た
め
に
、

所
得
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

医
療
費
や
配
偶
者
控
除
な
ど　

種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

16

今
回
は
扶
養
控
除
の
お
勉
強
に
チ
ョ
ッ
ト
だ
け
お
付
き
合

い
く
だ
さ
い
。
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　扶養親族の年齢や障がいの有無により異なりますが、３３～６８万円の控除
を受けられます。
　扶養控除は、一人の扶養者を複数の方が重複して控除の対象とすること
はできません。例えば、実家に住んでいる父母の生活費を兄弟が等しく送
金している場合であっても、父母を扶養控除の対象とすることができるの
は、兄弟のうちどちらか一人だけになります。
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①配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族）である。
②住民税を納める方と生計を同じくしている。
③年間の合計所得金額が３８万円以下である。
④青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告　
者の事業専従者でない。
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協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
住

民
と
行
政
が
お
互
い
の
考
え
を
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
す
る
仕

組
み
を
作
り
、
協
働
を
ル
ー
ル
化
し
て
い
け
ば
ス
ピ
ー
ド

が
上
が
り
ま
す
。
協
働
の
取
り
組
み
を
進
め
る
と
、
お
金

が
な
い
か
ら
住
民
に
仕
事
を
押
し
付
け
て
い
る
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
は
住
民
参
加
を

町
の
改
革
に
つ
な
げ
、
未
来
の
た
め
に
さ
ら
に
町
を
良
く

し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
時
代
が
変
わ
っ
た
こ
と
を

認
識
し
、
ま
ず
行
政
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議

会
も
住
民
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
改
革
に

は
3
年
か
か
り
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
、
今
、
白
老
町
民

は
誇
り
を
持
っ
て
協
働
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
情
報
を

公
開
し
、
共
有
し
て
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
参
加
し
て
も
ら

う
こ
と
が
、
自
立
す
る
ま
ち
当
別
に
と
っ
て
一
番
大
切
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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戦
後
、
国
は
社
会
資
本
整
備
の
充
実
を
図
る
た
め
国
民

が
生
産
活
動
に
専
念
し
、
経
済
発
展
し
税
収
を
増
や
す
代

わ
り
に
、
昔
は
地
域
で
解
決
し
て
い
た
地
域
の
問
題
を
行

政
が
肩
代
わ
り
し
て
処
理
し
て
き
ま
し
た
。

   
し
か
し
、
社
会
資
本
整
備
が
進
む
と
と
も
に
、
右
肩
上
が

り
の
経
済
成
長
が
終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。
税
収
が
減
り
、

今
ま
で
ど
お
り
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
困
難
と
な
り
、
よ
り

小
さ
な
行
政
を
目
指
し
、
地
方
分
権
、
三
位
一
体
改
革
、
協

働
の
取
り
組
み
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
し
た
。
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白
老
町
で
は
、
そ
れ
ま
で
行
政
の
伝
達
機
関
だ
っ
た
町

内
会
を
、
地
域
か
ら
政
策
を
提
言
す
る
組
織
へ
と
転
換
を

図
り
ま
し
た
。
役
場
が
団
体
の
事
務
局
を
引
き
受
け
て
い

る
と
、
住
民
は
行
政
に
や
ら
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
役
場
が
持
っ
て
い
た
、
い
ろ
い
ろ
な
団
体
の
事

務
局
を
町
内
会
連
合
会
に
移
し
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
セ
ン

タ
ー
で　

団
体
の
事
務
局
を
4
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
担
う
体

418

制
を
作
り
ま
し
た
。

   
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
は
町
民
で
あ
り
、
町
民
が
活
躍
す
る

ス
テ
ー
ジ
（
仕
組
み
）
を
作
る
の
が
行
政
の
役
割
で
す
。
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こ
の
制
度
は
、
公
園
を
養
子
に
見
立
て
、
町
民
が
「
公
園

の
里
親
」
と
な
り
、
愛
情
を
持
っ
て
お
世
話
を
し
て
い
た
だ

く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
す
。
お
年
寄
り
に
自
分
で
で
き

る
こ
と
と
し
て
「
３
m
分
の
ゴ
ミ
拾
い
」
を
お
願
い
し
た
と

こ
ろ
か
ら
こ
の
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
近
所
の
こ
と
は

自
分
た
ち
で
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
難
し
い
制

度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
役
場
は
、
ゴ
ミ
袋
や
草
刈
り
道
具

な
ど
必
要
な
物
品
を
用
意
し
て
、
公
園
に
里
親
（
町
内
会
な

ど
）
の
名
前
入
り
標
識
を
設
置
し
ま
す
。
地
域
の
取
り
組

み
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
活
動
が
他
の
地
域
に
も
広

が
り
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
�

　

前
回
に
引
き
続
き
、
2
回
目
の
セ

ミ
ナ
ー
を
8
月　

日
（
水
）
に
「
ゆ

24

と
ろ
」
で
開
催
し
ま
し
た
。
元
白
老

町
長
の 
見
野
全 
さ
ん
に
白
老
町
の

け
ん
の
あ
き
ら

協
働
の
取
り
組
み
を
経
験
に
基
づ

い
て
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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　　　  (9月17日）
��������	
���

　　　　　(9月7日）

　今年の３月に閉校した中小屋中学校に、閉校記念事
業協賛会が閉校記念碑を建て、同校卒業者など約３０人
が出席し除幕式が行われました。
　小中学生や地域関係者など12人の手で、除幕された
石碑には「流れる雲渡る風輝く星」と刻まれ、「中小屋
の自然はとても素晴らしいものであり、去る雲、吹き
渡る風のように中学校の歴史を閉じることとなるが、
この学び舎から巣立った人々が当地を忘れることな
く、天の川にきらめく星のように、いつまでも輝き続
けますように」との願いが込められています。

　「つくし共同作業所」の３周年とNPO法人「まちの森」
の設立記念式典が全久寺で行われ、関係者約５０人が出
席しました。
　「まちの森」は、障がいを抱える人の社会復帰や社会
参加を促進し、地域で当たり前に生活することを支援
していくことを目的に設立されました。
　これまで「つくし共同作業所」に集う障がいを持つ
人が、一人ひとりの夢の実現に向けて様々な活動に取
り組んできましたが、今後は「まちの森」を中心に、
より充実した活動に広がっていくことでしょう。

��������	
��
　　　(9月14～21日）

　姉妹都市スウェーデン王国レクサンド市から１2人の中学生と引率教諭など
６人が９月１４日に来町し1週間ホームステイをしながら、町民との交流を繰り
広げました。
　15日のウエルカムパーティーでホームステイ先の家族から歓迎を受け、通訳
ボランティアの東海大学生に手伝ってもらいながら、お互いに身振り手振りで
自己紹介を交わしました。翌日からは、町内の施設見学をしたほか、当別、西
当別中学校を訪問し、一緒に授業に参加したり給食を味わうなど、生徒と心を
通わせることができました。　また、商工会女性部に教わりながらいもだんご
入りのシチュー作りをしたり、着付けをして茶道や折り紙作りに挑戦したり
と、日本の料理や文化にも親しんでいました。
　レクサンドの中学生は「当別の人と交流ができて楽しく過ごすことができ
た」と目を輝かせ、たくさんの思い出とお土産を持って帰国の途につきました。
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　１４日夜、スウェーデンのレクサンドから１２
名の中学生が教育長や教師らと当別町に来
た。中学生の内１名は車椅子なのでアシスタ
ントと共にホテルに泊って１１名は１人ずつ町
内のホストファミリーに落ち着いた。
　両町が姉妹都市になって１８年になるが、今
回も１５歳の中学生達を８日間受け入れる為に
宿泊や食事の他に歓迎セレモニー、学校授業、
レクレーション、イベント等に役場だけでな
く交流協会や商工会そしてホストファミ
リー、更に中学校やサッカークラブ、日ハム
ファンクラブ、茶道教室など随分多くの方々
に協力していただき、８日間に何百人もの町民
がいろんな係りで交流をした。
　初日はお互いにとまどっていた子供達もす
ぐに通訳抜きでも親しくなり最後のフェア
ウェルパーティーでは別れを惜しんで閉会後
も帰らず、まるで卒業式のような光景だった。
　その席で2007年6月17日に両町の交流２０周
年記念式典を当別町で行うことを確認した。
　北欧の質素で小さな田舎町のレクサンドが
福祉や環境に関して世界の最先端をいってい
る事に学ぶことが多く、両町の交流は今や両
国の国際親善の窓口になりつつある。
　毎年続いてきた夏至祭りだけでなくス
ウェーデン王国と手作りの国際交流がこんな
に盛んな町が日本のどこにあるのだろう。
　にもかかわらず、新聞は今回も記事にしな
かった。当別が合併協議をしていた頃は合併
に否定的な記事を載せていたのに今は合併で
変るところの記事を追っかけている。
　小さくても自立して埋没しないように頑
張っている町民が多いのに当別の記事はいつ
も少ないように感じる。
　当別からレクサンドへ行った時はあちらの
新聞は何回も大きく報道していただけにレク
サンドの中学生達に申し訳ない気がしてお別
れ会の後、私まで悲しくなった。そして北欧
から当別まで車椅子で来てくれた少年が帰り
に感激の涙を流していたのが忘れられない。

�����������
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　　　　　(9月18日）

　（社）当別青年会議所が並川ステラホールで創立２５周
年記念式典を開催し、同会OBや全道各地の青年会議所
から関係者約160人が出席しました。
　武田龍太郎理事長は「節目ごとに町の歴史に触れる
事業に取り組んでいるこの会のたすきをしっかり受け
取り、未来につないでいきたい」と挨拶しました。
　また、２５周年記念事業として、町民劇「石狩川」を
行うことが発表されました。この演劇は、町民参加の
下、現在、猛稽古が行われています。
  町民劇は１１月６日（日）総合体育館で行なわれます。 

��������	
��
　　　(9月10日）

　町ボランティアセンターが主催したボランティア入
門講座「盲導犬ってどんな犬」が「ゆとろ」で行われ、
約30人が参加しました。
　北海道盲導犬協会の長谷川満さんが講師を務め、目
が見えないとどんな不自由があるかを参加者と一緒に
考えたほか、盲導犬がどんな役割をもっているのかを
分かりやすく説明しました。また、参加者が実際に目
隠しをして手を引いてもらう「手引き」や盲導犬と一
緒に歩くなど、目が見えない体験もしました。
　参加者は「目が見えないととても不安になったけど、
盲導犬と一緒だとしっかり歩くことができた」と盲導
犬の働きに驚いた様子でした。
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　本校２年生を対象とした救急救命講習会が、8月２２日から4日間に
わたって学級ごとに行われました。
　この取り組みは、道徳教育の一環として尊い命を守り、けが人や
急病人に対して救命率を高めるための応急処置方法を学ぶことをね
らいとしたものです。　
　救命士の方の熱心な指導に生徒も真剣な眼差しで聞き入り、人工
呼吸などの実技も上手にこなすことができ「よくできたね」と褒め
てもらえるほどでした。全生徒が修了書を手に本校を巣立ち、緊急時に社会のために役立ってくれる人間に育っ
て欲しいと願っています。
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　９月１２日に体育指導委員伊
藤美穂子さんの指導のもと『着
衣水泳』の学習を行いました。
　中小屋小学校の子供たちは、
水泳が大好き。でも、着衣の
ままでは思うように泳ぐこと
ができず、浮くことさえ難し
くなることを身をもって体験
し、水の怖さを知りました。
　また、ペットボトルやビ
ニール袋が浮き袋の代わりに

なり、命を助ける道具になることも体験し、溺れている人の簡単な救助方法
の指導も受けました。この日の経験を通して子供たちは命を大切にするこ
とと同時に、命を守る方法を学ぶことができました。

� �����������������������������������������������������������

　７月１５・１６日に道民の森神威尻地区で、全校児童参加の「にれっ
こキャンプ」を実施しました。
　総合学習の一環として、ＮＰＯ法人エコロジカルコミュニティー
の協力のもと、ミズナラの巨木の音を聞いたり、野ネズミの巣の型
を石膏で取ったり、自然の素材を使っての表札づくりにも挑戦した
ほか、夜の森探検では星の観察や、夜行性の動物の足型をとること
もしました。
　キャンプの中で身近にエゾフクロウやホタルを見ることができる
など、大自然の中で盛りだくさんのすばらしい体験をすることがで
き、子供たちの目を輝かせていました。

東裏小学校
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中小屋小学校

��������������������		

����

����������������		

����

� ������������������������������������������������������������������������������������������

西当別中学校
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服を着ていると思うようにいかないね

どんな音が聞こえるかな？

いざという時に行動できるように
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生 涯 学 習 だ よ り
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　弁華別中学校で行われた当別町ＰＴＡ連合会研究大会に町内のＰＴ
Ａ関係者が約１３０人集まりました。
　「子どもの心を守る」をテーマに元札幌市立北野中学校教諭の坂本勤
さんが講演しました。内容は、現役時代に書いた学年だよりを１冊の
本にまとめた「タマゴマンは中学生」（北海道新聞社刊）を基に「子供
たちの思いや行動を温かい目と心でとらえながら、親として具体的に
どう対応していったらよいか」についてユーモアを交えながら、笑い
あり、涙ありの心に響く本当に素晴らしいお話でした。終了後のアン
ケートには「親として自分を見つめ直す良い機会となった」などの感想もあり、家庭での教育について考えるこ
とができた良い機会となりました。

��������	�
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（9月3日）

　２学期が始まってすぐに、中小屋小学校で親子の給食試食会があり
ました。いつもの給食と違い、お母さんたちといっしょで楽しく食事
をする姿がありました。子供からは「みんなでテーブルを囲んで楽し
く食べることができた」と感想があったほか、親からは「給食は好き
嫌い関係なく食べることができるので良いと思います。いろいろな食
べ物、料理を食べてもらいたい」と給食の良さを実感していました。
　試食の後に、学校栄養職員から「栄養ってなあに～食事と生活リズ
ムより～」というテーマで、栄養のことや生活リズムを整えることの
大切さについて親子で話を聞きました。
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当
別
中
学
校
吹
奏
楽
部
は
、
９
月
２

日
（
金
）
札
幌
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
K

i
t
a
r
a
で
行
わ
れ
た
第　

回
北
海

５０

道
吹
奏
楽
部
コ
ン
ク
ー
ル
（
北
海
道
吹

奏
楽
連
盟
主
催
）
C
編
成
に
出
場
し
、

「
海
の
男
達
の
歌
」
を
演
奏
し
て
銀
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。
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当
別
中
学
校
野
球
部
は
、
8
月　

日
２８

（
日
）
第
2
回
全
道
選
抜
中
学
校
新
人

選
手
大
会
石
狩
支
部
大
会
で
優
勝
し
、

9
月　

日
か
ら
滝
川
市
な
ど
で
開
催
さ

２３

れ
た
全
道
大
会
で
は
、　

校
出
場
の
中
、

25

ベ
ス
ト
8
と
な
る
成
績
を
収
め
ま
し

た
。
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（9月25日）

　体育指導委員の資質の向上と石狩管内体育指導委員の連携を図る
ことを目的に石狩管内９市町村から70人の体育指導委員が町総合体
育館に集まり研修会を開きました。
　北海道医療大学助教授森田勲さんから「北国の生活に適した体力ト
レーニング」をテーマに長期間雪のある生活環境の中での体力・健康
づくりについて講義を受けました。講義終了後、参加者全員で当別町
体育指導委員協議会の指導のもとで軽スポーツを楽しみ、いい汗をか
くことができました。
　管内９市町村では最後の研修会となりましたが、各市町村の活動状況の情報交換などもでき、参加した体育指
導委員には有意義な一日となりました。
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生活保護決定通知書を持参のこと。

▼���　町発行の健康手帳。

▼����　町内の医療機関。

▼����　事前に実施医療機関

へ直接、予約してください。

※町外の医療機関で接種を希望す

る方はお問い合わせください。

▼���　福祉課保

健サービス係（「ゆと

ろ」内・�23－2346）

担額は１割または２割となります。

▼��������	

　18歳以上の子がいない、昭和14

年７月31日以前に生まれた70歳未

満で、次の世帯に該当する方。

①６カ月以上一人暮らしをしてい

る老人単身世帯。

②配偶者が60歳以上の老人夫婦世

帯。

③老人と児童（18歳未満）の世帯。

※所得制限があるほか、町外在住

の子の所得証明書・戸籍謄本など

が必要ですので、詳しくはお問い

合わせください。

※この制度は、平成20年３月末日

で廃止となります。

▼���　福祉課福祉係（「ゆと

ろ」内・�23－3019）

��������	
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　次の要件に該当の方は、北海道

の老人医療給付を申請できます。

認定された場合、医療費の自己負

　高齢者へのインフルエンザの発

病予防、特に重症化を防止するた

め、予防接種を実施します。

▼���　１０月１日（土）～１２月３１

日（土）の期間で各医療機関の診

療日。※実施期間が昨年より短く

なりましたのでご注意ください。

▼���①６５歳以上の方。②６０歳

以上６５歳未満の方で、心臓・腎臓・

呼吸器に重い障害（身体障害者手

帳1級程度）のある方。

▼����　医療機関で診察し接

種可能の場合、１回接種します。

▼����　自己負担額1,000円。

生活保護の方は負担額を免除。
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　国保に加入している４０歳から６４歳までの方を対象

に、短期人間ドック健康検査料のうち、15,000円を助成

します。

▼��������	
���

　�堀江病院（樺戸町）

　�当別ファミリークリニック（ビトエ）

　�札幌厚生病院（札幌市中央区）

��������	
�

　紛失や盗難などによる保険証の再交付申請件数は、

毎月５件前後あります。

　万が一紛失・盗難等された時は、最寄りの警察に届け

出てください。また、再交付申請には運転免許証など

身分確認できるものを持参してください。

▼��������	
���

��������

�身に覚えのない借金の返済督　

　促状が届いた。

�契約していない携帯電話の利　

　用料金督促状が届いた。

������　住民生活課国保年金係（�23－2467）

���������	

　10月5日（水）・２6日（水）
　役場国保年金係へお気軽にお越しください。
���������	
�札幌北社会保険事務所）
���10月２０日（木）・１０時～１５時
��　商工会館（錦町）

��������	
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　将来受け取る老齢基礎年金を、より高い年金で受け

たいと考えている方に、月々 400円を上乗せして納付す

ることができる付加年金制度があります。

　 国民年金の第１号被保険者の保険料と給付額は、厚生

年金と違って定額のため、将来の生活設計に合わせて

基礎年金に上乗せができる制度です。

　４００円の付加保険料を納められるのは、第１号被保険

者または任意加入被保険者の方で、免除・猶予を受けて

いる方、国民年金基金に加入している方は除きます。

　老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から受給でき

ますが、年金を繰り上げまたは繰り下げて受給すると

きは、付加年金も率に応じて減額・増額されます。

　例えば、２年間付加年金に加入して納付した場合、付

加保険料は24カ月×４００円＝9,600円となりますが、６５歳

で年金を受給する際には24カ月×200円＝４,８００円が上

乗せされて受給でき、有利な制度になっています。
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　「老人保健法受給者証」か「道老

受給者証」をお持ちの方で、健康

保険証が変ったときなどは、必ず

福祉係に届出をお願いします。

▼����

�加入している健康保険証が変

わったとき

�他市町村から転入したとき

�氏名変更や町内転居をしたとき

�健康保険証と老人医療受給者証

を持参し１４日以内に手続きを。

�死亡したとき（死亡の届出義務者）

�他市町村に転出するとき

�老人医療受給者証を速やかにお

返しください。

▼�������　福祉課福祉係

（「ゆとろ」内・�23－3019）

������������	����������

�３歳未満児や住民
税非課税世帯の方は、
医療費の自己負担分
を助成。ただし初診
時一部負担金の医科
５８０円、歯科５１０円、柔
道整復２７０円(乳幼児
医療は除く）は自己負
担になります。
�上記以外の方は、
１割自己負担。
（月額上限以内）

※月額上限

　　入院40,200円

　　通院12,000円

�健康保険証と印鑑
�身体障害者手帳
　または療育手帳

①身体障害者手帳1・2級の方と、3級（心臓・腎臓・呼
吸器・ぼうこう・直腸・小腸または人免疫不全ウイ
ルスにより免疫機能に障害がある）の方。

②療育手帳「Ａ」判定の方。
③精神科医から「重度知的障がい者」と診断された方。

�������

�����

�健康保険証と印鑑
�児童扶養手当証書
   または戸籍謄本

①父がいない（行方不明なども含む）または父が重度心
身障がい者などの家庭の母と児童。

②両親のいない児童。
③母がいない（行方不明なども含む）または母が重度心
身障がい者などの家庭の父と児童。

※対象者は20歳未満の児童と母または父。（18歳以上
の児童は在学証明書が必要）

※児童は入院と通院、母または父は入院のみ助成対象。

�������

����

�子供の名前が記  
　載された健康保
　険証と印鑑

入院、通院ともに小学校就学前までの児童が対象。
（平成１３年４月１日以降に生まれた児童の保護者には
所得制限があります。）

�������

�上記の制度には所得による制限あり。（�は、母または父及び児童が受ける養育費の８割も所得金額に加算。）
�平成１７年１月１日に、当別町に住民登録がない方は「所得証明書」も手続きに必要。
�受給者証の有効期限は平成１７年１０月１日～平成１８年７月３１日までに変わります。
�受給者証をお持ちの方で次の場合は必ず届出をしてください。
　①健康保険証が変更になったとき。②他市町村に転出するとき。③転居したとき。

▼������
���������	
��　福祉課福祉係（「ゆとろ」内・�２３－３０１９）
���������	子育て推進課子ども係（「ゆとろ」内・�２３－３０２４）

　町では次の制度対象となる方に、医療費を助成しています。該当と思われる方はお問い合わせください。
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35歳～胃がん
40歳～
必要者

肺がん（レントゲン）
　　〃（喀たん検査）

40歳～大腸がん

20歳～
必要者

子宮がん（頸部）
        〃  （体部）

40歳～乳がん（視触診と
マンモグラフィー )

30～59歳骨粗しょう症検診

�子宮がん・乳がん検診は２年に
１度の受診。
�婦人科超音波検査を希望の方は、
ご相談ください。
�骨粗しょう症検診も対がん協会
のみでの受診になります。

　今年度より子宮がん・乳がん検

診の対象年齢が変わっています。

確認の上、申し込みください。

▼����

��������	
����

���������～西当別コミセン

に集合。

���������～ゆとろに集合。

�集合時間　7時55分～8時10分

��������	
��

�����　平成18年3月31日ま

で。（事前に申し込み必要）

▼����

　北海道対がん協会札幌検診セン

ター（札幌市東区北２６東１４）

����　検診項目によって一

般、国保加入者の検診料金が異な

ります。広報５月号に掲載。

生活保護の方は無料。

▼�������

　事前に福祉課保健サービス係

（「ゆとろ」内・�２３－２３４６）へ、お

電話で申込みください。
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　町では、広く町民の意見を下水

道事業の運営に反映させるため、

10名以内で構成する、当別町下水

道事業運営委員会の委員を公募し

ます。

▼����　町内に在住の２０歳以

上の方3名程度（任期は２年）。ほか

に学識経験者、団体からの推薦者

が委員に加わります。

▼����　下水道事業の運営

（受益者負担金、下水道使用料、

水洗化など）に関する調査、審議。

（本年度は５回程度開催予定）な

お、会議内容は公開されます。

��������	
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　実際の土地利用や家屋の変更状

況を調査し、地方税法に基づき適

正な評価を行います。

　なお、住宅の新築、増築、取り

壊しなどで宅地の利用状況が変

わった方、家屋の増築・取り壊し

や未登記家屋の所有者が変わった

方は届出をしてください。届出が

ないと、所有していない家屋に固

定資産税が課税される場合があり

ます。

��������

　今年新築（増築）した家屋の間

取りや設備などを調査し、来年度

からの固定資産税、都市計画税を

算出するとても重要な調査です。

　調査日時は、連絡の上、可能な

限り都合に合わせて伺います。

▼����　１０月から１２月

▼������　税務課資産税係

（�23－2333）
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①集会場、飲食店、店舗など収容

人員が３０人以上の不特定多数の者

が出入する施設。

②アパート、学校、事業所などで

収容人員が５０人以上の施設。

������11月17日（木）～１８

日（金）　１０時～１７時

������石狩市花川北コミセ

ン（石狩市花川北３条２丁目）

��������　10月3日（月）

～１１月４日（金）。７０名まで。

▼���　無料（参考書代3,250円

必要）

▼������　当別消防署予防

係（�２３－２５３７）申請書あります。

���

▼環境対策課参事～東谷久司

▼農林課長～松浦悟志

▼福祉課主幹～高取真由美

▼農林課耕地林政係主査～野口幸成

▼維持管理課用地係長～木村稔

���������	


▼総務課財務係長～曽川美樹

������

▼救急救助課長～小畑留雄

▼消防課主幹～田川春見

▼警防課主幹（本部警防係長）～

川辺保夫

▼消防課主幹（指導係長事務取扱）

～河村文行

������
����

�� ��▼����　申込書に必要事項を

記載し、下水道事業についての感

想を添えて、持参・郵便・ＦＡＸ・

メールで応募してください。

（申込書は下水道課にあるほか、町

ホームページからダウンロード可）

▼����　１０月２０日（木）

▼���　下水道課庶務係（�23

－3542/�23－3206/Eメ ー ル　

gesui@town.tobetsu.hokkaido.jp)

下水道について皆さんの意見を、

是非お寄せください。
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　ごみの焼却は

許可を受けた焼却施設でしか行え

ません。野外や自家製焼却炉での

ごみ焼きは、法律に違反し、５年

以下の懲役若しくは1千万円以下

の罰金となります。

　また、稲わらなどの焼却は、そ

の煙で交通障害や地域住民に迷惑

をかける事となります。

　農地から搬出し堆肥化するなど

適切な処理をお願いします。

����環境対策課環境対策係
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　　北海道内の事業所で働く全ての方が該当。　＜労働基準監督署＞　
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▼���

　新任管理者育成シリーズ・道産

子経営塾・現場改善シリーズほか。

▼����

　 研修（短期コース）参加者の受

講料を全額補助。

▼��������	
��

中小企業大学校旭川校（�0166－

65－1200）または商工会（�23－

2447）へ。

����　大学、短大、専修学校

などへ入学・在学する本人または

保護者で、前年の年収が1世帯990

万円（事業所得者は770万円）以内

の方。

�����学生一人200万円以内。

������入学時や在学中に必

要な経費。

������10年以内（年1.65％

元利均等毎月払い）ほか。

�������　国民生活金融公

庫札幌北支店（�011－726－4221）

��������
�������

�� ��

　平成１８年度より当別幼稚園と鉄

北幼稚園を統合します。

　名称は当別幼稚園になります。

（場所は現在の鉄北幼稚園）

��������　

���～平成１３年４月２日から平成１４

年４月１日までに生まれた子。　６０名

���～平成1２年４月２日から平成1３

年４月１日までに生まれた子。　２６名

�����　１０月２８日(金)～１１月

８日（火）　９時～15時まで。　鉄北

幼稚園、西当別コミセンで配付。

������

��　１０月２７日（木）１０時～

��������	
�
��������

�� ��

▼����11月21日（月）

▼���ゆとろ（西町）

▼����　言葉・発達の遅れ、

療育手帳の判定など。（１８歳未満

のお子さんが対象）

▼���　北海道中央児童相談所

の児童福祉司と心理判定員

▼����　10月31日（月）

▼���

①相談人数に制限があります。

（申込状況により、相談が受けら

れない場合もあります。）

②相談時間は、申込者の事情など

を考慮しながら決定します。（場

合によっては、学校の授業時間中

に設定されることもあります。）

③相談を受けるにあたって、お子

さんや家庭の様子を調査する場合

があります。

▼������　子育て推進課子

ども係（「ゆとろ」内・�2３－３０２４）

��������	
��������

�� ���� ��　役場第二庁舎（白樺町）

�����

　鉄北幼稚園に１１月１１日（金）ま

でに入園願書を提出のこと。

��������

����　１１月１６日（水）

�����　１１月１７日（木）

時間は13時～15時、会場は鉄北幼

稚園です。　

������　入園料4,000円・保

育料8,900円（月額）

����　鉄北幼稚園（�23－

1567）または町教委管理課学校教

育係（�23－2689）へ。

▼��　精密機械科/金属加工科/

電子工学科/販売システム科/電子

印刷科/建築技術科/建築設備科/エ

クステリア技術科

▼����　２年間（エクステリア

技術科は１年間）

▼���������	


����　１１月１日～２０日。高卒

以上。����12月5日（月）。

����　１２月１日～平成１８年１月

２０日。中卒以上。����平成18

年2月6日（月）。

▼������

道立札幌高等技術専門学院（�011

－781－5541）または札幌北公共職

業安定所（�011－743－8609）へ。

　教育のために必要な資金を融資

する公的な制度です。
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　16歳から69歳までの健康な方

ならどなたでも。（65歳以上の方

は、60～64歳までに献血経験が

ある方）

���　10月14日（金）

　　　　13時30分～16時

���　北石狩農協本所（錦町）
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�������太美町１４８８番地6
����宅地
�������一般競争入札
�������１０月３１日（月）
������財政課で配布する入
札参加申込書に必要事項を記入し
１０月２５日までに提出してください。
����管財係(�23－2331)
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����環境対策課環境対策係
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�� ��

▼�����　一般事務職（民間

企業職務経験者）1名

▼����　

　高校卒業以上または同等と認め

られる30歳～40歳位までで、民間

企業において、地方公共団体の情

報処理システムに係る各種業務を

平成17年10月1日現在で5年以上経

験した方。

▼���　１１月５日（土）

▼����　当別町役場（白樺町）

▼�����

　受験申込書（総務課に備付け）

に、本人が必要事項を記入し、写

真を貼って持参または郵送で提出

してください。

▼����　10月3日（月）～２４日

（月）（土、日、祝日除く）

▼�����　１２月１日または平

成18年１月１日

▼������　総務課人事係（�

23－2330）
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まず、督促状が送付され、次に催告書や電話、訪問
などにより納税を促します。

����
滞納者の預貯金や財産を調査して給料や財産（不
動産・預貯金など）を差し押さえ、さらにその財
産を公売するなどの滞納処分を行います。

�
それでも納めない場合は

� ����������������
��������������

��������	
������	

��������	
�����

��������毎月第2・第4木曜日　
　　　　　　　　　19時30分まで　
����　納税課納税係（�23－2341）

���������		

���������	
�

�� ��

����������

��������

当日有権者数　15,704人

投票者数　　　11,842人

投票率　　　　75.41％

自由民主党　町村信孝　 6,616票

民主党　小林ちよみ　　 4,118票

日本共産党　山崎たかひろ　941票

※得票順　(無効票　167票)

��������

当日有権者数　15,714票

投票者数　　　11,845票

投票率　　　　75.38％

民主党　　　　3,660票

自由民主党　　3,581票

公明党　　　　1,545票

新党大地　　　1,240票

日本共産党　      997票

社会民主党　　  510票

※得票順

（無効票　310票　持ち帰り2票）

　アスベスト（石綿）に関する心

配ごとは相談窓口をご利用くださ

い。また、アスベストの作業経験

があり健康に不安のある方は、医

療機関にご相談の上、胸部レント

ゲンによる健康診断を受診するよ

うにしてください。

���������	


���������

�石狩支庁建設指導課建築住宅係

（�011－231－4111・内34－473）

���������	


�石狩支庁環境生活課環境保全係

（�011－231－4111・内34－371）

�役場環境対策課（�23－2503）

※健康などに関する相談窓口は、

　Ｐ１９「いきいき健康生活」に掲

　載しています。

※アスベストに関する詳しい内容

　は、町ホームページに掲載して

　います。
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�����������������　10月30日（日）13時～
���　町総合体育館（白樺町）
����　一般女子の部（町内在
住・勤務の女性。１チーム５名以内）
��������　一人30円
�����　10月23日（日）
�������　当別消防署予防
係（�23－2537）
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������　西当別コミセン

（太美町）１カ所で開催します。発

表と展示を行います。

　詳しい日程や内容はチラシなど

でお知らせします。

��������

�����  発表・展示ともに10月

14日（金）まで。

※展示部門の出展は１人２点まで

��������公民館（ �2３－

２５１１）社会教育係（「総合体育館」

内・�2２－３８３４）西当別コミセン

（� 26－3300）へ。

���������	����

　上当別に森林体験として活用で

きる「げんきの森」ができました。

　この森にあなたの記念樹を植え

ませんか。

▼���　10月23日（日）　

▼����　げんきの森（上当別

の町有林）　

▼����　白樺コミセン（白樺

町）に10時集合。（移動は各自、車

でお願いします。）

▼���　町内在住の方。

▼��　各自お好きな苗木を用意

し、入学や結婚、お誕生などの記

念として植樹してください。（苗

木がない方には用意します。）

▼����　10月11日（火）先着

20名

▼��　石狩森づくりセンター

▼�������　農林課耕地林

政係（�23－3096）

�����

　苦手な食材もみんなで作るとお

いしく食べられます。

▼���　小学4～6年生までの子

とその親（参加費は1人100円）

▼�������

��������10月8日（土）

10時30分～13時30分（受付10時）

����10月15日（土）

10時～13時（受付9時30分）

▼���　エプロン・三角巾・ふ

きん2枚・上靴・筆記用具

▼�������　

�������　10月4日（火）

先着２０組

���　10月11日（火）先着１６組

▼���町食生活改善協議会

▼�������　

佐々木（�/�26－2652）または荒

戸（�/�23－2670）へ 住 所・氏

名・学年をお知らせください。

��������	

��������	

���　10月22日（土）10時～16時
���　札幌駅南口広場地下街
アピア「ライラックホール」
������土地・家屋や会社の
登記、戸籍の届出や国籍の取得、
地代・家賃の紛争における供託、
いじめ・体罰などの人権問題など。
������　札幌法務局職員　
�����札幌法務局（�011－
709－2311）

���������	


���　10月28日（金）13時～

����かでる２・７（札幌市）

����「認知症の発見方法と介

護のコツ」講師今井幸充さ
ん（日本社

会事業大学院教授）

介護劇、介護体験発表、パネル

ディスカッションがあります。

�����無料

����　道ぼけ老人を支える家

族の会（�011－232－8308）まで

氏名・住所・電話番号を明記の上、

申し込みください。　
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���������������
　町教委では、平成

18年1月8日（日）開

催の「当別町成人

式」を企画運営する

成人式実行委員を募集します。

���　町内在住で来年成人式を

迎える方（昭和60年4月2日～昭和

61年4月1日までに生まれた方）

�����　10月21日（金）

���������社会教育課社

会教育係（「総合体育館」内・�22

－3834）
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横山　秀夫震度０（ゼロ）
　
　
�
�
�

内田　幹樹査察機長
朱川　湊人花まんま
中村　文則土の中の子供
千葉真知子豆乳、おいしいレシピ
佐古　浩敏世界遺産、知床の素顔
レモニー・スニケット世にも不幸なできごと

　
　
�
�
�

塩野　米松１００００００ぼんのブナの木
関屋　敏隆楽園
ひろはたえりこ空のてっぺん銀色の風
あかねつるもったいないばあさん

�������

遠藤　秀一ツバル
　
　
�
�
�

油井　宏子古文書はこんなに面白い
山田　詠美風味絶佳
山本　一力赤絵の桜
石田　衣良東京DOLL
ピピン・フェレーラスダイブ
小浜　逸郎善悪ってなに？働くってどんなこと？

　
　
�
�
�

伊藤　遊ユウキ
マーカス・フィスターにじいろのさかなまいごになる
デイビッド・シャノンデイビッドがやっちゃった
アンネ・フランクアンネの日記増補新訂版
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���　10月10日（月・祝）14時～
���　当別中学校（下川町）
入場無料（入場整理券配布「あえ～る」
「みやもと酒店（太美）」。上履き持参。
����　実行委員会・武田
　　　　　（�23－2073）  
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��

　手遊び・歌遊び・読み聞かせ
���　10月15日（土）10時30分～
���　西当別コミセン（太美町）
入場無料・どなたでも。
▼��　手遊びユニット「ひこう船」
▼��　おはなしサークルたんぽぽ
▼���　町教委（�22－3834)
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　当別消防署では、自動体外式除細動
器（AED)を使った講習会を、救急の日（9
月9日）から実施しています。
　AEDは、心停止となる心室細動とい
う病気にかかった場合に電気ショック
で治療する機器で、音声に従って誰も
が簡単に救命行為ができ、集客施設な
どへの設置の普及が見込まれます。
　同署では、AEDを含めた応急手当講

習（人工呼吸・心肺蘇生法など）を行っています。是非受講してください。
　いざと言うとき、大切な人を守る一助になるかもしれません。
　普通救命講習Ⅰ　一般、事業所などの方を対象とした３時間コース。
　普通救命講習Ⅱ　事業所などで心停止者に応急の対応をすることが
　　　　　　　　　期待できる方を対象とした４時間コース。
　受講申し込みは同署救急救助課救急係（�23－2537）まで。
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　敬老の日を前に、１００歳を迎えた蕨
岱の戸来直政さんが、総理大臣と北
海道知事からのお祝い状と、泉�町
長からの記念品が贈られました。
　戸来さんは、自宅で元気に過ごし
ていて、読書と友人に手紙を書くこ
とが趣味。「当別は住みよい町。健
康に気をつけて長生きしたい」と笑
顔で語ってくれました。　（9月13日）

����������	
��
へらい

　対雁町内会の住民と札幌開発建設
部札幌道路事務所当別分庁舎の職員
が合同で、国道２７５号沿いのごみ拾い
を行いました。
　8月9日の「道の日」に、同団体が
自主的に行ったもので、約２時間か
けて、車から捨てられた空き缶やビ
ニール袋などを拾い、景観もきれい
になりました。　　　　（８月９日）
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　当別中学校３年生が町内３０カ所で
職業体験学習を行いました。当別消
防署の訓練実習に訪れた２名の生徒
は、消防服を身にまとい、酸素ボン
ベを背負って放水訓練に望みまし
た。消防活動の厳しさを身を持って
体験した中学生の顔に汗が光ってい
ました。　　　　　　　　（9月15日）
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　　��  11月8日・１３時～１６時　 �������������  ���������事前に福祉課福祉係（�23－3019）へ。　

����������������	
���

　　��  10月6日、10月27日・１３時～１６時　������������   ��������町社会福祉協議会（�22－2301）へ。

No.324

�����������9月1日現在�
 （　）は前月との比較
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あ い か
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ゆ つ き
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ゆ う か
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あおい

��������������
ひなた

���������������
りょうすけ

��������	
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▼井利元　征さん（ビトエ）から１０万円
▼�野クリさん（六軒町）から１０万円

������ ���������

川　下本人〈65〉有馬 金一郎 
きんいちろう

蕨　岱榮作〈91〉高野　 榮吉 
えいきち

太美町本人〈89〉蒲沢　ウメ

東　町本人〈86〉吉田　　 實 
みのる

幸　町本人〈80〉村木　 久治 
きゅうじ

六軒町　和子〈86〉�野 寅一郎 
とらいちろう

北栄町本人〈72〉川口　 松悦 
しょうえつ

末　広本人〈76〉佐々木 賢市 
けんいち

緑　町芳三〈52〉本間　　 榮 
さかえ
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��　10月6日（木）13時～１６時
��　ゆとろ（西町）
法律相談・行政相談・心配ごと相
談・人権相談・消費相談に専門の
相談員が応じます。
相談は無料で、秘密は厳守。直接
会場へお越しください。
���　情報課広報広聴係
               （�23－3069） �����������
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場所時間日時内　容場所時間日にち内　容
ゆとろ９：30～７日(月)４カ月１０カ月検診（ＢＣＧ）ゆとろ13：30～１日(火)転倒予防講座

ゆとろ 13：00～８日(火)マタニティースクールゆとろ８：45～２日(水)子宮・乳がん検診

西コミ７：55～９日(水)女性がん検診ゆとろ８：45～４日(金)子宮・乳がん検診

�������������

該当の日程を対象者へ通知します。
お子さんの成長を確認し、子育てや離乳食な
ど、日ごろの悩みを解消しましょう。
���������	
��をします。
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�

生後３～９０カ月のお子さんへ「小児マヒ」
の予防接種をします。（予約不要）

�����������
�����������

�������

���
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�����������

１歳から就学前までの幼児。
虫歯のチェックと、フッ素の塗布。

������
����������

��������	


���������	
������
　�勤医協当別診療所
　�近藤医院
　�太美中央医院
　�スウェーデン通り内科循環器科クリニック
　�さわざき医院（要予約）
　�とうべつ内科クリニック（要予約）
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糖尿病や高血圧など生活習慣病のチェックが
できます。（４０歳以上）���������	�
��������
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��
�

高齢の方を対象に転ばないための体づく
りについて学びます。���

�����������
�����������

������

子宮、乳がん検診を町内で受診できます。
���

������
����������

��������

保健師や栄養士が健康についての相談に応じ
ます。

������
����������

��������

���～健康運動指導士が個別に運動方法をア
ドバイスします。3カ月継続ができ、体脂肪や
血圧測定、持久力などの体力測定を実施。必要
があれば栄養相談も受けられます。（申込必要）
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����

�������
����������

��������	
�

必要な方はゆとろの運動器具を使った運動実
践ができます。

������
����������

�������

脳卒中、神経難病などにより、体や言葉に不
自由さがある方。

�����
�����������

������

外に出る機会の少ない高齢の方。�������
�����������

���

外に出る機会の少ない高齢の方。���
������
�����������

�������

お酒で悩んでいる方とその家族。
（断酒会の申込み・詳細）
日中は江別保健所�011－383－2111
夜間は工藤�22－2510
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���                             

���

��������	
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���������福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 
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石
綿
問
題
に
つ
い
て
は
石
綿
製
品
製
造

工
場
に
お
け
る
従
業
員
や
家
族
、
工
場
周

辺
の
住
民
に
健
康
被
害
が
多
数
発
生
し
、

多
く
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
報

道
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
大
き
な
社
会
問

題
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
今
後
も
さ
ら

に
健
康
被
害
が
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
、
社
会
的
な
関
心
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
①
石
綿
の
特
徴
②
今
後
の
対

策
と
健
康
管
理
③
相
談
窓
口
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

�
�
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�
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石
綿
は
天
然
の
鉱
物
で
あ
り
「
軽
い
」

「
熱
に
強
い
」「
摩
擦
に
強
い
」「
変
質
し

に
く
い
」
な
ど
の
特
徴
か
ら
、
安
価
な
工
業

材
料
と
し
て
身
近
に
様
々
な
用
途
で
加
工
・

使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

  
そ
の
反
面
、
身
体
に
与
え
る
影
響
と
し

て
、
と
て
も
軽
く
飛
び
散
り
や
す
い
た
め

長
く
空
気
中
に
浮
遊
し
て
い
て
吸
い
込
み

や
す
い
、
繊
維
が
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
小

さ
い
、
肺
に
入
っ
て
も
分
解
さ
れ
ず
排
出

さ
れ
に
く
い
、
発
ガ
ン
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
空
気

中
に
飛
び
散
ら
な
い
状
態
で
は
人
の
身
体

に
影
響
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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１
９
７
０
年
〜
１
９
９
０
年
に
か
け
て
、

石
綿
は
大
量
に
輸
入
さ
れ
多
く
は
建
材
と

し
て
建
築
物
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
国
で

は
今
後
、
解
体
時
な
ど
の
飛
散
防
止
の
徹

底
と
、
製
造
・
新
規
使
用
の
早
期
全
面
禁
止

の
取
り
組
み
を
重
要
課
題
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
８
月
に
は
厚
生
労
働
省
で
専
門

家
が
集
ま
り
住
民
の
健
康
影
響
の
実
態
把

握
や
健
康
管
理
方
法
、
不
安
の
解
消
に
つ

い
て
の
検
討
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

石
綿
に
関
す
る
健
康
被
害
の
中
で
肺
が

ん
を
発
症
す
る
危
険
は
、
喫
煙
に
よ
り
何

倍
に
も
上
昇
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

健
康
増
進
の
た
め
に
も
禁
煙
は
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
と
言
え
ま
す
。　
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� 健康についての相談
� 江別保健所�011－383－2111
�労働者の相談 
�北海道労働局労働基準監督部�011－709－2311
�札幌中央労働基準監督署�011－281－4270
�札幌東労働基準監督署�011－894－1120
�健康被害を受けた方の相談 
�産業保健推進センター�011－726－7701

分からないことは、江別保健所にお問い合わ
せください。（ホームページではＱ＆Ａ集と
リンクされていますのでご覧ください。）
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　　川下右岸にて撮影
　　　写真提供　笠井　嗣夫さ

ん（札幌市）
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練
習
は
、
授
業
中
の
ほ
か
に
放
課
後
、
５
人
く

ら
い
の
先
生
が
指
導
し
て
い
ま
す
。
個
人
の
レ
ベ

ル
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
児
童
た
ち
は
「
今
日
は

良
い
の
が
で
き
た
ね
」
な
ど
と
声
を
掛
け
合
い
笑

顔
で
楽
し
み
な
が
ら
筆
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

優
勝
し
た
喜
び
か
ら
ま
た
来
年
も
頑
張
ろ
う
と

い
う
意
識
が
芽
生
え
、
書
か
な
い
と
い
け
な
い
と

い
う
使
命
感
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
好
き
だ
か

ら
書
い
て
い
る
と
い
う
雰
囲
気
が
生
ま
れ
、
最

近
、
放
課
後
に
残
っ
て
練
習
す
る
子
供
も
増
え
て

お
り
、
書
道
に
対
す
る
意
識
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
自
主
性
が
学
校
生
活
や
学
習
へ
の
取
り
組

み
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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こ
こ
ま
で
書
道
の
取
り
組
み
が
続
い
て
い
る
の

は
、
家
庭
、
学
校
、
地
域
で
う
ま
く
連
携
が
取
れ

て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

当
小
に
今
年
発
足
し
た
「
オ
ヤ
ジ
の
会
」
が
掲

示
板
の
作
成
を
計
画
中
で
、
こ
こ
に
児
童
の
作
品

を
掲
示
し
て
多
く
の
方
に
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

更
に
子
供
た
ち
の
励
み
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
家
庭
や
地
域
か
ら
の
応
援
を
受

け
、
助
け
合
い
、
励
ま
し
合
い
な
が
ら
「
書
道
」

の
伝
統
を
守
り
続
け
た
い
で
す
。
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日
本
書
道
連
盟
が
主
催
す
る
第　

回
全
道
書
道

36

コ
ン
ク
ー
ル
に
出
品
し
、
団
体
の
部
で
５
年
連
続

の
優
勝
を
飾
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
別
小
学

校
で
は
、
昭
和　

年
に
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
初
優

57

勝
し
て
か
ら　

回
の
優
勝
を
数
え
ま
す
。
こ
の
コ

16

ン
ク
ー
ル
に
は
毎
年
、
自
主
的
に
、
約
１
２
０
人
が

参
加
し
、
１
７
０
点
前
後
の
作
品
を
応
募
し
て
い

ま
す
。
児
童
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
上
級
生
か
ら
下

級
生
へ
書
道
の
お
も
し
ろ
さ
が
受
け
継
が
れ
、
良

い
作
品
、
良
い
結
果
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
書
道
を
指
導
し
て
い
る
藤
井
康
博

先
生
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。


